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１

ペ
ー
ジ

出
納
長
合
議

事
項

一
件
の
金
額

三
、
〇
〇
〇

万
円
以
上

一
件
の
金
額

三
億
円
以
上

副
出
納
長
合

議
事
項

一
件
の
金
額

三
、
〇
〇
〇

万
円
以
上

す
べ
て
の
事

項一
件
の
金
額

二
億
円
以
上

一
件
の
金
額
三
、
〇
〇
〇

万
円
以
上

す
べ
て
の
事
項

一
件
の
金
額
二
億
円
以
上

増
減
額
が
三
、
〇
〇
〇
万

円
以
上

一
件
の
金
額
三
、
〇
〇
〇

万
円
以
上

財
課
長
専
決
事
項
又
は
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
専
決
事
項
に
あ
つ
て
は
副
出

納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号

と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管

理
者
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
会
計
管
理
者
決
裁
事
項
の
代
決
）
」
に
改

め
、
同
条
第
一
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
、
「
副
出
納
長
」

を
「
出
納
局
次
長
の
職
に
あ
る
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
副
出

納
長
」
を
「
出
納
局
次
長
の
職
に
あ
る
出
納
員
」
に
、
「
は
、
出
納
長
の
決

裁
事
項
に
つ
い
て
出
納
局
次
長
の
職
に
あ
る
出
納
員
」
を
「
、
出
納
局
次
長

の
職
に
あ
る
出
納
員
に
事
故
が
あ
る
と
き
若
し
く
は
出
納
局
次
長
の
職
に
あ

る
出
納
員
が
欠
け
て
い
る
と
き
又
は
出
納
局
次
長
を
置
か
な
い
と
き
は
、
当

該
決
裁
事
項
が
会
計
管
財
課
に
属
す
る
事
務
に
係
る
場
合
は
会
計
管
財
課
長

の
職
に
あ
る
出
納
員
が
、
当
該
決
裁
事
項
が
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
に
属
す
る

事
務
に
係
る
場
合
は
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
の
職
に
あ
る
出
納
員
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
十
一
条
中
第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
一
項
と
し
、
第

四
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
十
条
（
出
納
長
事
務
の
専
決
）

第
二
項
」
を
「
第
十
条
（
会
計
管
理
者
事
務
の
専
決
）
第
二
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
六
項
か
ら
同
条
第
九
項
ま
で
を
二
項
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
二
条
中
「
出
納
長
を
」
を
「
会
計
管
理
者
を
」
に
、
「
出
納
長
及
び

副
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
の
表
中
「
出
納
長
か
ら
」

を
「
会
計
管
理
者
か
ら
」
に
、
「
出
納
長
及
び
副
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理

者
」
に
、
「
出
納
長
の
」
を
「
会
計
管
理
者
の
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
の
見
出
し
中
「
出
納
長
事
務
」
を
「
会
計
管
理
者
事
務
」

に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
条
（
出
納
長
事
務
の
専
決
）
第
二
項
各
号
」
を

「
第
十
条
（
会
計
管
理
者
事
務
の
専
決
）
第
二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
号
の
表
出
納
局
の
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」

に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
中
「
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条

第
一
項
中
「
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理
者
、
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
お
い
て
は
、
」
の
下
に
「
出
納
員
、
現
金
取
扱
員
及
び
物
品
取
扱
員

の
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
又
は
」
の
下
に
「
会
計
管
理
者
、
」
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
法
」
を
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管

理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理

者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
一
条

第
三
項
、
第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
三
十
三
条
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
二

会
計
管
理
者
合
議
事
項

一
件
の
金
額
三
、
〇
〇
〇

万
円
以
上

す
べ
て
の
事
項

一
件
の
金
額
二
億
円
以
上

一
件
の
金
額

三
、
〇
〇
〇

万
円
以
上

一
件
の
金
額

三
億
円
以
上

増

減

額

が

三
、
〇
〇
〇

万
円
以
上

一
件
の
金
額

三
、
〇
〇
〇

万
円
以
上

一
件
の
金
額

三
、
〇
〇
〇

万
円
以
上

す
べ
て
の
事

項一
件
の
金
額

二
億
円
以
上

増

減

額

が

三
、
〇
〇
〇

万
円
以
上

一
件
の
金
額

三
、
〇
〇
〇

万
円
以
上

会
計
管
理
者
合
議
事
項

一
件
の
金
額
三
、
〇
〇
〇

一
件
の
金
額
二
億
円
以
上

増
減
額
が
三
、
〇
〇
〇
万

一
件
の
金
額
三
、
〇
〇
〇

規
　
則

◯
秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
〇
・
財
政
課
）
…
…
１

◯
秋
田
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
一
・
県

立
病
院
改
革
推
進
室
）
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
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２

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
五
十
号

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
表
■
の
項
中
「
で
あ
る
土
地
」
を
削
り
、
「
地

上
権
」
を
「
私
権
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
出
納
長
、
副
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
号
の
表
（八）
の
項
中
「
、
出
納
長
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中

「
出
納
長
及
び
副
出
納
長
並
び
に
」
を
「
会
計
管
理
者
及
び
」
に
改
め
、
同

「

「

（ ）二十一

規
　
　
　
　
　
　
則

号
の
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
、
同
条
第
三
号
の
表
（三）
の
項
中
「
で
あ
る
土
地
」
を
削

」

り
、
「
地
上
権
」
を
「
私
権
」
に
改
め
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条

削
除

第
十
条
の
見
出
し
を
「
（
会
計
管
理
者
事
務
の
専
決
）
」
に
改
め
、
同
条

第
一
項
中
「
出
納
長
の
事
務
の
う
ち
、
副
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
の
事

務
の
う
ち
」
に
、
「
副
出
納
長
専
決
事
項
に
あ
つ
て
は
出
納
長
の
、
会
計
管
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２

項
、
第
三
十
五
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
、
第
六
十
二
条
第
二
項
、
第
六
十

四
条
第
一
項
、
第
八
十
二
条
第
一
項
、
第
八
十
四
条
、
第
八
十
四
条
の
二
第

一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
二
十
四
条

第
四
項
、
第
百
二
十
五
条
第
二
項
、
第
百
二
十
六
条
、
第
百
二
十
六
条
の

二
、
第
百
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
二
十
九
条
第
二
項
、
第
百

二
十
九
条
の
二
、
第
百
二
十
九
条
の
三
、
第
百
三
十
一
条
、
第
百
三
十
二
条

第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
四
条
第
一
項
、
第
百
三
十
七
条

の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
、
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
四
十
一
条
、
第
百
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
、
第
百
四
十
六
条
第
一
項
、
第
百
四
十
七
条
か
ら
第
百
四
十
九

条
ま
で
の
規
定
、
第
百
五
十
条
第
二
項
、
第
百
五
十
一
条
、
第
二
百
六
十
四

条
、
第
二
百
六
十
五
条
第
一
項
、
第
二
百
六
十
六
条
か
ら
第
二
百
七
十
条
ま

で
の
規
定
、
第
二
百
七
十
三
条
第
一
項
、
第
二
百
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第

三
項
、
第
二
百
七
十
五
条
、
第
二
百
八
十
四
条
、
第
二
百
八
十
八
条
第
二

項
、
第
二
百
八
十
九
条
、
第
二
百
九
十
六
条
第
二
項
、
第
二
百
九
十
七
条
第

一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
、
第
二
百
九
十
八
条
、
第
二
百

九
十
九
条
、
第
三
百
一
条
、
第
三
百
三
条
か
ら
第
三
百
五
条
ま
で
の
規
定
、

第
三
百
十
一
条
、
第
三
百
十
三
条
並
び
に
第
三
百
十
四
条
中
「
出
納
長
」
を

「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
九
条
の
五
及
び
第
三
百
三
十
八
条
第
二
項
中
「
で
あ
る
土

地
」
を
削
り
、
「
地
上
権
」
を
「
私
権
」
に
改
め
る
。

第
三
百
四
十
一
条
第
三
項
、
第
三
百
六
十
一
条
第
二
項
、
第
三
百
七
十

条
、
第
三
百
七
十
一
条
、
第
三
百
九
十
条
の
見
出
し
、
第
三
百
九
十
三
条
の

二
第
二
項
、
第
三
百
九
十
四
条
第
二
項
、
第
四
百
九
条
並
び
に
第
四
百
十
二

条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計

管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
四
百
十
四
条
第
二
号
中
「
出
納
長
事
務
」
を
「
会
計
管
理
者
事
務
」

に
、
「
出
納
長
決
裁
事
項
」
を
「
会
計
管
理
者
決
裁
事
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
七
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
五
十
一
号

秋
田
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
病
院
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
―
第
八
十
七
条
」
を
「
・
第
八
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
号
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
条
（
見
出
し

を
含
む
。）
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
と
き
は
、
」
の
下
に
「
現
金
領
収
印
（
別
記
様
式
）
を

押
印
し
た
」
を
加
え
る
。

第
五
十
五
条
、
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
出
納
長
」
を

「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
八
十
条
の
見
出
し
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条

第
一
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
、
「
行
な
わ
な
け
れ
ば
」
を

「
行
わ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理

者
」
に
、
「
行
な
わ
せ
る
」
を
「
行
わ
せ
る
」
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
五
条
中
「
出
納
長
」
を

「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
を
削
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
二
十
五
号
ま
で
及
び
様
式
第
二
十
七
号
か
ら
様

式
第
五
十
九
号
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
二
十
六
号
を
別
記
様
式
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
七
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
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